
米生産の需給調整を図るため、大豆や輸出用米等の作付け、低コスト栽培、
環境保全型農業の取り組みなどに対して補助します。

⽔稲・⼤⾖（⽔⽥経営⼒強化推進事業）

補助要件/取組確認単価
（円/10a）

対象作物補助金名

作付面積に対して交付 ※１
（販売用に限る）10,000⻨

大豆
重点作物
補助⾦①

転作作物
栽培支援
補助金

【収量補助】 燕市基準単収以上に出荷があった場合、
それを超えた数量に対して 10円/kg

【品質補助】 1等 30円/kg 2等 20円/kg 3等 10円/kg
大豆

大豆収量・
品質向上
加算補助⾦

前年の直播栽培面積を基準に増加面積に対
して3年間をめどに交付5,000全水稲② 直播栽培推進補助金

エコファーマーが栽培する有機ＪＡＳ認証
米、新潟県特別栽培農産物認証米3,000全水稲③ 環境保全型農業

取組支援補助金

作付面積に対して交付 ※１10,000輸出用米
米粉用米

④ 輸出用米等
栽培促進補助金

園芸（園芸作物産地化推進事業）
農業所得向上のため、収益性の⾒込める園芸作物の作付けを推進します。

補助要件／取組確認単価
（円/10a）

対象作物補助金名

市が栽培を推奨している対象作物の作付け
を300㎡以上作付け販売し、栽培記録を記
載している面積に対して交付 ※１

30,000たまねぎ
えだまめ

⑤ 園芸作物産地化推進
補助金

【対象作物】（販売用に限る） ※１
たまねぎ、えだまめ、なす、⻑ねぎ、
きゅうり、トマト、さといも、キャベツ、
アスパラガス、ブロッコリー、そらまめ、
いちじく

15,000野菜
果樹

⑥ 水田収益力強化ビジョン
推進作物補助金

市の補助を受けるには申請書の提出が必要です

次の事業の補助を受けるには、申請手続きが必要です。補助を希望され
る方は内容をご確認いただき、２月２７日（金）までに、「燕市農業支援事業
取組承認申請書」をご提出ください。

※１ 国の経営所得安定対策における交付要件に準じています。
補助を希望される方は
裏面をご覧ください⽀援内容は変更になることがあります



令和８年２月２７日（金）までにご提出ください。

② 住所、氏名、電話番号をご記入
ください。
※印字済みの場合は内容を確認し押印
してください。

③ 申請する補助⾦に （チェック）を
入れてください。
対象面積は、現地確認等で確認を⾏った
面積を印字済みです。内容を確認し、異
なる場合は訂正印を押して修正してくだ
さい。

④ 内容を読み、
（チェック）を入れてください。
全てにチェックが入らない場合は
対象外となります。

１ 燕市農業支援事業取組承認申請書の書き方

２ 提出期限・提出方法

３ 今後のスケジュール（予定）

申請時期申請内容

農業者 → 再生協議会令和８年２⽉２７⽇期限【今回】取組承認申請

再生協議会 → 農業者令和９年２⽉取組承認結果の送付

農業者 → 再生協議会令和９年３⽉交付申請・実績報告・交付請求

再生協議会 → 農業者令和９年３⽉中旬交付決定の送付

再生協議会 → 農業者令和９年３⽉下旬補助⾦の⽀払

＜お問い合わせ先＞
燕市農業再生協議会事務局（燕市農政課生産振興係）

〒959-0295 新潟県燕市吉⽥⻄太⽥1934番地
電話︓0256-77-8245 FAX︓0256-77-8504

① ⽇付は空欄にしてください。

燕


